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はじめに

人口高齢化が進み、本格的な高齢社会は、すでに目前に控えている。

事実、 1995年の総人口に占める65歳以上人口は、 14.6%であり、2025年に

は27.4%に達する。そして、2050年には、32.3%にまで達すると推計され

ているべ高齢者の増加に伴って、要介護高齢者数も増加するが、それに

ついては1993年の2∞万人から、2025年には520万人になると推計されてい

る*2。このような将来の高齢者(要介護高齢者)の増加に対応し、高齢者

の保健福祉対策の総合的推進のため、厚生省、大蔵省、自治省の3省合

意として「高齢者保健福祉推進十か年戦略J(ゴールドプラン)が1989年

12月まとめられ、 2∞0年(平成11年度末)までのホームヘルパ一等の在宅

サーピス、特別養護老人ホーム等の施設サーピスの整備目標が定められ

た。また、その見直しが1994年12月に行われ、整備目標が引き上げられ

た(新ゴールドプラン)。新ゴールドプランの1995年度から2∞0年までの

総事業費は、 9兆円を超える規模である。そのため、内容についての議

論もさることながら、その財源が大きな問題となっている。必要財源の

調達は、公費方式(一般租税)または、社会保険方式(保険料)による

ことになるが、高齢者介護・自立支援システム研究会 (1994)や、老人

保健福祉審議会 (1995)では、社会連帯による支え合いという観点や、

利国立社会保障・人口問題研究所編(1997)の中位推計による。

叫厚生省推計(平成8年版厚生白書)。虚弱高齢者数、介護を必要とする痴呆性高

齢者数、寝たきり高齢者数の合計を、要介護高齢者数とした。八代他 (1996)の

推計では、 2025年における要介護高齢者(老人)は、 491.4万人である。
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利用者によるサーピスの選択の保障、サーピス受給の権利性の確保、負

担と給付の対応が明確などの点から、公費方式よりも社会保険方式の方

が望ましいとしている判。そして、このような財源調達方法の議論の中か

ら、公的介護保険制度の導入が考えられるようになったぺ公的介護保険

制度は、現時点(1997年11月20日)では、国会で法案の審議中であり、ま

だ制度として成立していなし当。しかしながら、その中身は多少なりとも

変化するであろうが、公的介護保険制度は、今後の超高齢社会の介護問

題を解決するには不可欠であるので、必ず成立し、導入されるだろう。

そこで、本稿では、公的介護保険制度が、マクロ経済にどのような影響

を与えるかを簡単なマクロモデル(2世代重複モデル)で分析する。具

体的には、公的介護保険制度を含む一般均衡モデルで、要介護高齢者に

一律に給付する介護サーピス水準や介護保険料の変化が、マクロ経済(均

衡生産量、均衡利子率)にどのような影響を与えるかを、比較静学で明

らかにする。

そして、次のような結論が得られる。要介護高齢者1人当たりの介護

サーピス給付水準の上昇の結果生じる、労働賃金の上昇に伴う勤労者の

消費拡大効果の方が、高齢者の企業配当所得の減少による消費減退効果

よりも大きく、かつ、要介護高齢者1人当たりの介護サーピスの給付水

準の引き上げに伴うコストの増加よりも、誘発される労働賃金の上昇の

結果としての政府税収の増加が大きい場合には、要介護高齢者l人当た

りの介護サーピス給付水準の上昇によって、 (財の)均衡生産量は、増

加する。また、同様な場合には、均衡利子率は、低下する。さらに、介

叫社会保険方式であるとしても、一定の公費の組み入れ(国庫負担)が想定されている。

叫介護保険制度に関する老人保健福祉審議会の審議経過およびその報告、介護保険

制度案大綱、与党合意事項までの経過と内容は、厚生省高齢者介護対策本部事務

局監修(1996)にまとめられている。また、牛丸 (1995) (1996)は、老人保健福

祉審議会の「中間報告Jまでの解説と論点整理をおこなっている。制度的な諸問
題は、これらの文献を参照されたい。
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護保険料の上昇が、著しく家計を圧迫し、消費需要を減退させるのであ

れば、それは(財の)均衡生産量を低下させる。同様な場合に、介護保

険料の上昇によって、均衡利子率は、上昇する。

2 モデル

公的介護保険が、経済にどのような影響を与えるかを分析するために、

次のような簡単なマクロモデル (2世代重複モデル)を考える。

[主要な仮定]

(1)第t期期首に生まれた各個人は、第 t期(勤労者)と第t+1期

(高齢者)の2期間生きる。そして、第 t期に労働を非弾力的に l

単位供給し、第t+1期には退職する。この世代を第t期世代と呼

ぶ。

( 2 )第 t期世代の人口を Ntとする。

(3 )以下に定義したような公的介護保険制度がある。

[本稿での公的介護保険制度定義]

国民すべてが介護保険に強制加入しており、勤労者である時に保

険料を徴収されへ高齢者になった時に要介護状態になれば、一律

叫国会で審議中の介護保険法案(1997年11月20日現在)では、被保険者を第 l号被

保険者 (65歳以上)と第2号被保険者 (40-64歳)に区分している。そして、第

l号被保険者の保険料は、介護サービスの水準に応じて市町村ごとに算定される。

一方、第2号被保険者の保険料は、全国一律の方法で算定されることとなってい

る。そこで、本稿では、全国一律に徴収される第2号保険者の保険料(本稿モデ

ルで勤労者の保険料)のみを明示的に考慮することにした。第 l号被保険者の保

険料(高齢者の保険料)徴収をモデルに含めた場合は、新たに高齢者の保険料が

マクロ経済に与える影響も考える必要があるが、その効果は、勤労者の保険料の

効果と定性的には同じであり、本稿の基本的な結論は変わらない。
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の介護サーピスを給付される判。また、介護サーピスの生産は、 1

つの公的主体(政府)によって行われる。

(4 )各個人は、期待効用最大化行動をとるO

( 5 )各企業は、同ーの生産技術を持ち消費財を生産する。そして、競

争的であり、利潤最大化行動をとっている。また、生産技術は、

規模に関して収穫逓減である。

(7)政府の財政収支、介護保険会計は、各期均衡するものとする。

(8 )将来所得や寿命に対する不確実性は、存在しないものとする。た

だし、健康状態に関しては、不確実性があるものとする。すなわ

ち、勤労者である時は、すべての人が健康であるが、高齢者にな

った時には、確率pで要介護状態になり、確率 l-pで健康である。

( 9 )各個人は、企業の持ち分権を 1単位持っており、高齢者の時にの

み、その期の企業利潤の分配を得るものとする。

[効用関数]

第t期世代の個人の効用関数を以下のように仮定する。

U; =u (ct (t))+h +0 ((1-t)(u (Ct (t+1))+h )+t (u (Ct (t+ 1))+r (z(t+ 1)))) ( 1 ) 

ただし u'>O〆'くO，r'>O，7"<O，r(O)=O，1imr (z)<h 

すなわち、第 t期世代の各個人は、第I期の消費 Ct(t)と第 t十 l期の

消費Ct(t+1)および健康状態から効用を得る。健康状態から得る効用は、

健康である時は、 hであり、要介護状態、の時は、 Oである。ただし、要介

護状態の時に、公的介護サービスをz受けることで、健康状態から得る効

用はy(z)だけ高まる。しかし、公的介護サーピスを受けても、要介護

判また、本稿では介護サーピスを受ける際の自己負担はないものと仮定する。
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高齢者の健康状態から得られる効用は、健康な高齢者と同じ水準までは

回復することはできないと仮定している O また、各期の予算制約式は、

(1 +'r c (t))ct (t )+s (t)+α(t)=(l-τw (t))w(t) 

(1+'r c (t+ l))ct (t+ l)=(l+r(t+ l))s (t )+b (t+ 1) 

II (t+1) 
ただし b(μトirL

( 2 ) 

( 3 ) 

である *7。すなわち、第 t期世代の各個人は、第 t期に労働所得w(t)を

得て、税引き後の可処分所得(1一九(t))w(t)から、公的介護保険の

保険料α(t)を支払い、消費(消費税込み) (l+rc(t))ct(t)を行い、

残りを貯蓄 s(t)する。そして、第t+1期に貯蓄からの利子収入と元本

(1 +r( t+ 1) ) s(t)と企業からの配当 b(t+ 1 )をすべて消費(消費

税込み) (1 + r c ( t + 1 )) Ct ( t + 1 )する。

各記号は、以下のことを表す。

Ut:第 t期世代の各個人の第 t期現在で評価した生涯効用

u 各個人が消費から得る効用

Ct( t) 第t期世代の各個人が勤労者である第t期に行う消費

Ct (t + 1 )第t期世代の各個人が高齢者である第 t+1期に行う消費

3 :主観的割引因子

h 各個人の健康状態が健康である時に、その状態から得る効用

y 政府の公的介護サーピスによって、要介護状態である時に健康状態

から得る効用がど のくらい高まるかを表す関数

z(r) 第t期の要介護高齢者が一律に受ける公的介護サーピス

s (t) 第t期世代の各個人が第t期に行う貯蓄

事7ただし、財の価格をニューメレールとして規準化している。
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α(r)第t期世代の各個人が第 t期に支払う公的介護保険の保険料

b (t+ 1) 第t期世代の各個人が第t+1期に受け取る企業からの利潤

の分配

r1(t+ 1) : t十 1期の全民間企業の利潤

w(r) 第t期の労働賃金

r(t+1) 第t期の貯蓄に対する利子率(第 t十 l期期首に支払われ

る生産物で測った利子率)

'c (r)第t期の消費税率
'w(r) 第t期の労働所得税率 ただし、 u<'w(r)<1と仮定する。

[消費財の生産関数]

企業jの生産関数を以下のように仮定する。

}j (t )=F (lC (t) ，NFj (t)) 

ただし F，=.~!， >0. F，，=~注寸
ムーθlC(t)--， “ θlC(t)" 

F? _~!， ， >0. F円三 e
2

F
4θNFj(t) --，“ θNFj(t)" 

F円三 θFF >O， F11F円一F門広， >0
M θlC(t)θNFj(t) “““ ι 

lC(t+l)斗(t)+(l-ゎ)lC(t)

(4 ) 

( 5 ) 

すなわち、企業jの生産再(t)は、資本ストック馬(t)と労働NFj(t) 

により行われる。また、以下での分析を簡単にするために、資本ストッ

クは、生産に使用されるとその期の生産期間にすべて減耗する(ワj=1) 

と仮定する。



各記号は以下のことを表す。

Yj(t) 第 t期の企業jの生産物

K/t) 第t期期首の企業jの資本ストック

Nlう(t) 第 t期の企業jの労働投入

1 j( t) 第t期の企業jの投資(資本蓄積)

ゎ:企業jの資本減耗率

[公的介護サーピスの生産関数]
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公的主体(政府)の介護サーピスの生産関数を以下のように仮定する。

Z(t)=Q(NQ(t)) ( 6 ) 

だだし、 Q'>O，Q"くO，Q(O)=O，Q'(O)=∞，Q'(∞)=0 

z(r) 第 t期の公的介護サーピスの生産

NQ (t) 第t期の公的介護サーピス生産部門の労働投入

[政府予算制約式]

政府の予算制約式は、以下の財政収支均衡式と公的介護保険の収支均

衡式の2つである。

-政府財政収支均衡式

政府の歳入は、勤労者からの労働所得税収と消費税収入、高齢者から

の消費税収入の合計であり、歳出は、政府支出と公的介護保険会計へ

の移転(国庫負担)である。また、政府支出は、政府の自己消費であ

るとする。したがって、次式が政府財政収支均衡式である。
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川(-rw(t)w(t)+τc(t)ct(t))+l丸山(t)C，川 (t)=G(t)+T(t) (7) 

G(t) 第t期の政府消費支出

T (t) 第t期の公的介護保険に対する国産負担

-公的介護保険の収支均衡式

公的介護保険会計の収入は、勤労者から徴収する保険料a(t)と、一般

会計からの移転(国庫負担)T (t)である。支出は、要介護高齢者への

公的介護サービス給付に対する、公的介護保険からの介護サーピス生

産主体への保険報酬である。すなわち、介護サービス 1単位に対する

報酬単価がq(t)であるとすると、支出は q( t) pNt-1 Z ( t)となる。し

たがって、公的介護保険会計の収支均衡のためには、次式が成り立つ

ように、保険料。(t)か、国庫負担 T(t)か、報酬単価q(t)のいずれ

かが調整されなければならない判。

N，α(t)+ T(t)=q (t)pN，_lZ(t) ( 8 ) 

[財市場の均衡条件]

財市場の実行可能な配分は、次式を満たしていなければならない。

N，ct (t)+N，_lCt_1(t)+I (t)+G (t)=Y(t) 

ただし、 I(t)=~ 4(t)，Y(t)= ~ Yj(t) ( 9 ) 

叫以下で分かるように、仮定によって介護サーピスの需要は非弾力的であり、供給

も公的な生産主体によって収支相償になるように行われるので、報酬単価q (1) 

は介護サーピスの需給が均衡するように調整されなければならない。したがって、

市場均衡の下では、介護保険会計の収支均衡のために調整できる政府の変数は、

保険料ないしは国庫負担である。
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すなわち、第 t期の勤労者と高齢者の消費Nめ(t)、Nt-1 Ct-l (r)に、

第t期の総投資1( t) と第 t期の政府支出 G(t)を加えたものが、第 t

期の財の総生産 Y(t)に等しくなければならない。

[公的介護サーピス市場の均衡条件]

公的介護サーピスは要介護高齢者のみに給付されるので、その経済全体

での第 t期の需要は、高齢者数Nt-1に一人当たりの公的介護サーピスの

給付水準z(t)と要介護状態になる確率pを掛けたものである。また、供

給は公的主体による介護サーピス生産z(t)である。したがって、介護サ

ーピス市場の均衡条件は、

ρM_1Z(t)=Z (t) 

である。

[労働市場の均衡条件]

(10) 

労働市場の均衡は、財生産の企業の総労働需要NF(t)と公的介護サー

ピス生産主体の労働需要NQ(t)が、家計によって非弾力的に行われる総

労働供給に等しい時に得られる。したがって、労働市場の均衡条件は、

NF(t}+NQ (t}=Nt (ll) 

ただし、 NF(t)=~ NFi(t) 

であるO

3 家計の行動

( 2 )式 (3)式より、通時的予算制約式として次式を得る。
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(1+r， (t))ct(t)+J1+じ(t+l))ct (t+ 1L+α(t)=(l-. 111 (t))w(t)+--!-立五L (12) 
1+r(t+1) 卸 1+r(t+1)

家計(各個人)は、 (12)式の制約条件の下で、 (1)式の効用関数を

最大化するように、最適消費(最適貯蓄)を決定する。ここでは、公的

介護サーピス z(t+ 1 )は、高齢者の時に要介護状態になった時に、政府

によって一律に供給されるものであり、家計にとって外生変数である。

また、企業からの配当(利潤分配)も、第 t期世代の人口が十分に大きい

とすれば、家計(各個人)にとっては外生変数とみなせる。

最大化の l階の条件より、次式を得る。

1通位L=S(1+r(t+1))」立~
'(ct(t+1)) -，_.. ，. • -" 1+τ， (t+1) 

(13) 

この(13)式と (12)式より最適消費 Ct(t)ヘCt(t十1)*が下記のように
求められる。

θ 

。
θ (D e e 

Ct(t) =ct;(w(t)，r(t+1)ι(t) ，τ， (t+1)，τw (t)，b (t+1)，α(t)グ (14)

'c(t+1)の符号は、代替効果と所得効果の大小によって決まる。代

替効果の方が所得効果よりも大きいならば、正である叫。同様に、r(t+1)

の符号に関しでも、代替効果と企業からの配当の現在価値へのマイナス

効果と、所得効果のプラス効果の大小によって決まる。

同または、第t+1期の消費に関する限界効用の弾力性がlより小さければ、符号は
まである。
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@ θ 8 o 8 o 
ct(t+1) =C，ら(ω(t)，r(t+1)ん (t)ι(t+1)，'1"ω(t)，b(t+1)，α(t)ぷ (15)

'1" c ( t)の符号は、代替効果と所得効果の大小によって決まる。代替効

果の方が所得効果よりも大きいならば、正である刊。同様に、r(t+ 1 ) 

の符号に関しでも、代替効果と所得効果のプラスの効果と、企業からの

配当の現在価値へのマイナス効果の大小によって決まる。

4 企業の行動

各企業は、資本と労働を投入し、同ーな生産技術を用いて生産を行っ

ている。そして、市場は競争的であり、各企業は利潤最大化行動を行っ

ている。従って、企業jの最大化の l階の条件より、次の2式が成り立つ。

F1 (!C (t)，NFj (t))=r(t) (16) 

九(!C(t)，NFj(t))芭ω(t) (17) 

この(16) (17)式より、企業jの最適資本ストック馬(t)ヘ最適労働需

要Nlう(t)事が下記のように求まる。

。θ
!C(tf=IC・(r(t)，w(t)) (18) 

*10または、第t拐の消費に関する限界効用の弾力性がlより小さければ、符号は正

である。
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。θ
NFj(tf =Nlり(r(t)，w(t)) (19) 

よって、最適総資本ストック K(t)ヘ最適総労働需要NF(tγは、

K(t( = K*(r(仰(t))=~ κ (t)* (20) 

NF(t)* =NF*(r(t)，w(t))= ~NFj (t( (21) 

である。

5 介護サービス生産者の行動

公的介護保険制度では、介護サーピスは公的に供給される *11ので、本

稿では介護サーピスの生産は、 1つの公的主体によって行われると仮定

している $120 したがって、介護サーピスの生産者は、 ( 6 )式の生産技

術の下で収支相償(利潤ゼロ)となるように介護サーピスを供給する。

したがって、次式が得られる。

q(t)Q (NQ (t))=w(t)NQ (t) (22) 

*11要介護認定を受けた要介護高齢者に対する介護サービスのみが保険対象であり、

かっケア・プランに従った介護サーピスのみを供給することを要議されるので、

生産者の介護サーピスの供給は自由ではない。そこで、本稿では介護サーピスは

公的に供給されるとみなしている。

・12民間主体が生産した介護サーピスに対して、政府(公的介護保険会計)が、すべ
てないしは一部の代価を支払うような形の公的介護保険制度も考えられるが、本

稿では介護サ}ピスの生産はすべて公的主体によってなされると仮定する。
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介護サービスは、かならずゼロより大きい量が供給されるとすれば、 (22)式か

ら介護サーピス生産部門の労働需要NQ(tげが、次式のように得られる。

θ@  

NQ  (t) =NQ (w(t)，q(t)) (23) 

6 政府の行動

政府は、公的介護保険会計が各期収支均衡するように所与の a(t)、z

( t)の下で国庫負担T(r) を決定していると仮定する。したがって、

T(t)=q(t)ρN;_lz(t)-N;α(t) (24) 

である。 (24)式を(7)式に代入すると、

N; (Z".. (t)w (t)+τc (t)ct (t ))+N;_lZ"CC (t )ct_l(t )=G (t )+(q (t)ρN;-戸(t)-N;α(t))

(25) 

が得られる。政府は、この財政収支が各期均衡するように、所与の τc(1)、

G (t)、T(r)の下で、直接税率(労働所得税率)Z"w(t)を決定している

と仮定する。また、政府は介護サーピス市場が均衡するように q(tlを決

定していると仮定する $130

7 市場均衡

*13したがって以下でみるように、政府は、労働賃金を所与として、介護サーピス市

場が均衡するように報酬単価q(t)を決定している。



-14-

前述のモデルで(第 t期の)市場均衡は、公的介護サービス市場の均衡

条件(10)式、労働市場の均衡条件 (ll)式、財市場の均衡条件(9 ) 

式、資本ストックの蓄積式(5 )式、政府の予算制約式 (25)式に、経

済主体の主体的均衡値(最適需要、供給)を代入して得られる *14。した

がって、介護サーピスの均衡報酬単価q(t) *および市場均衡価格w(t)ヘ
r (r)準と均衡直接税率rw(t)勺土、それらの連立方程式の解として得られ

る*150 以下に連立方程式の各式を確認のために示す。

[公的介護サーピス市場の均衡条件]

P~_lZ(t)=Q (NQ (w(t)，q(t))) (26) 

この式の左辺は、公的介護サービスの非弾力的な需要*16であり、右辺

がその供給である。各要介護高齢者の介護サーピスの需要は、公的介護

保険制度のもとで、政府によって一律のz( t)に決められている。

[労働市場の均衡条件]

NF  (r(t)，w(t))+NQ (w(t) ，q(t))=~ (27) 

この式左辺が労働需要であり、第 l項が消費財生産部門の労働需要で、

0'4生産要素市場としての資本ストック市場(資産市場)を、本稿では明示的に扱っ

ていないが、それは、ワルラス法則によって他の市場がすべて均衡すれば、資産

市場の均衡も保証されるからである。

州連立方程式に含まれている t+1期の内生変数は、期待変数である。したがって、

さらに期待形成仮設をあらわす式が、連立方程式に追加されねばならない。

016本稿の公的介護保険では、要介護高齢者に一律の介護サーピスを給付すると仮定

しているからである。
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第2項が介護サーピス生産部門の労働需要である。そして、右辺が労働

供給であり、各個人は勤労者の時、非弾力的に 1単位の労働供給を行う

ので川で表される。

[財市場の均衡条件]

( 9 )式が財市場の均衡条件であるが、左辺の(財の)総需要の式と

右辺の(財の)総供給の式を各々示すと、以下のようになる。

(財の)総需要

Y(t)DENgCAW(t)パt+1)ん (t)ん (t+1)，τ卸 (t)，b(t+1)，α(t)，il) (28) 

+N，_'C':'12(w(t-l)パt)ん (tー叫ん (t) ，~.(t-l)，b (t)，α(t-l)，d)+K (r(t+l)，w(t+l))+G(t) 

ただし、 ( 5)式より求めた投資需要を代入している。

(財の)総供給

Y(t)S =~耳(t)= ~F(Kj* (r(仰

(28) (29) 式より、 Y(t)D=y (t)S(= y (t) *) としたものが、財市場の均

衡条件を表す方程式である。

[政府の予算制約式]

N，(τ留 (t)w(t)+τc(t)ct1* (ω(t)，r(t+叫ん(t)ι(t+l)ん (t)，b(t+l)，α(t)，o)) 

+N，-1τc (t) CI-12・(w(t-l)，r(t)ι(t-l)ι(t)ん (t-l)，b(t)，α(t-l)，o)

誼 G(t )+(q (t )PN，_lZ(t )-N，α(t)) (30) 
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以上の3つの市場の需給均衡式と政府財政収支均衡式の4本の連立方

程式に、期待形成仮説をあらわす式を加えた5本の連立方程式で、 3つ

の市場の均衡価格と均衡直接税率が求められる。また、連立方程式に含

まれる b(t+1)は、

17 (t+1) 
b (州zirL
21Hi(t+1) 

N， 

= 走~{伊F(何再C引附，(r伊附r川作伽(t糾川tμ+
一w(t+1日)Nl再りデ'(r(t+1日)，ω(t+吐1)川)一r(t+1)1κむσ奪 (r(t+1日)，ω(t+1υ))リ} 

θθθ  

室b(r(t+1)，w(t+1)刈) (31) 

と期待変数である t+1期の利子率と労働賃金の関数事17であるので、連立

方程式の内生変数である。

8 比較静学

前節までに記述したモデルを用いて、この節では公的介護保険制度が

経済にどのような影響を与えるのかを確認するために比較静学分析を行

う。主として、公的介護保険のパラメータバt)やz(t)の変化が経済に

どのような影響を与えるかを確認する。以下の分析では、期待形成仮説

*17符号に関しては、費用に関して、生産要素価格の変化に伴う要素需要の変化の影

響よりも、価格自体の変化の影響の方が大きいと仮定している。
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として静学的期待を適用する。また、第 t期の市場均衡は、一意に存在す

ることを仮定する。

政府は、労働賃金w(t)を所与として、介護サーピスの報酬単価q(r) 

を、介護サービスの需給が均衡するように決定しているので、 (26)式

より、

CD CD 
q (t)=q (ω(t)，ρNr4(t)) (32) 

と表すことができる叫。また、この (32)式を (27)式に代入して w(t) 

について解くと州、

e CD e 
w(t)=w(r(t)，ρNr_1Z(t)λ) (33) 

が得られる柑。この (33) (32)式を(財の)総需要の式((28)式)、

(財の)総供給の式((29)式)、政府の予算制約式((30)式)に代入す

ることで、 Y(t)、r(t)、TW (t)についての3本の連立方程式体系になる。

以下この連立方程式体系で比較静学分析をおこなう。その3本の連立方

程式を全徴分し整理すると、次の行列が得られる叫1。

.18市場均衡の近傍でqのような関数が存在すると仮定する。

州市場均衡の近傍でwのような関数が存在すると仮定する。

*20賃金変化が労働需要に与える直接効果の方が、介護サービス価格を通じて労働需

要に与える間接効果よりも大きいと仮定する。

叫 lZ(t)、 α (t)以外の外生変数は、省略した。また、静学的期待を仮定しているの

で、 r(t + 1) = r (t)である。
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l A1+A2+A3 
P
し苧

W

E
b山
M. [dY(t)| 

dr(t) I 

dτw (t) I 

1 -~(B1+島+品+品 o

o cーτc(t)A1一τc(t)A2 !Yt(w+τc (t) ~a血二)
θτ.. (t) 

X1dz(t)+!Yt ~血二dα(t) 6θα(t) 

~X2dz(t) 

(足+五)dz(t)-!Yt(τc(t)2h二+1)dα(t)
θα(t) 

(34) 

(B e @ θ e e 
A1 =-!Ýt 立0L~ι-N，一色~-N，空白ご(ー丘ιー+丘ιー丘笠ー) (35) 

ふ δwθr(t) "'tθr(t+1) ぶ θbθr(t+1) θwθr(t+1) 

@θθθ  

A2 =-!Yt-1!4.金4二N 立ι正(一盛一+丘ι」ι)-1θr(t) _"'t_1 θbθr(t) θwδr(t) 
(36) 

θ e  e 
AθK・ θK・ θω
f13=一五万五百-aw ar(五百 (37) 

B1 = !1!.. ~K;，: < 0 
θlCθr(t) 

(38) 

B2zdE72E二」笠ー>0
δlC θwθr(t) 

(39) 

Bs=JETEEE<O 
θNF; θr(t) 

(40) 



B. = 8~. 8NF; ~笠ー>
曇 θNF;" θωθr(t)-

θo  e 
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(41) 

c =N，τ"' (t) _8ι-~~ιPN，_IZ(t) (42) 
θr(t) θωθr(t) 

X1 =(N， ~c立1笠ー+N，-I~ι並立ι2ι)ρN，_， (43) 
ぷθωθz(t) ー1θbθwθz(t) 11'''1-1 

五=(丘L8IÇ'~ι+JETE笠iihpN く o 必)
θf守θωθz(t) θNFj θwθz(t)IY"I-l 

x3 =(-NI~..(t) _~笠一一N1 τ (t)立込AL-NtT(t)豆ιu.2.ι」笠ー)PN. -l (45) 
θz(t) .. ，"c θωθz(t) .' '"c θ'b 8wθz(t) IY' '1-1 

~=(~ι2笠ー+ー坐ー)ωN，_I)2Z(t)+qPN， _I>0 (46) θwθ'z(t) θ'z(t) J ¥J'l '1-11 .." J T 'fj'l '1-1 

ここで個々の関数の偏微分で、他の内生変数の影響を通じた間接効果

よりも、直接効果の方が大きいと仮定すると、A3>0 、Bl+B2 +B3+B4 

<0となる。さらに、勤労期の消費に対する利子率の影響に関して、代

替効果と企業配当の現在価値への効果が、所得効果より大きいと仮定す

れば、 Al>0となる。同様に、高齢期の消費に対する利子率の影響に関

して、代替効果と所得効果より、企業配当の現在価値への効果が大きい

と仮定すれば、 A2>0となる。

また、利子率の変化に伴う賃金率を通じた介護サーピス価格への影響

は、小さいものとすれば、 c-l"cAl一 τcA2<0となる。
以上のことと dominantdiagonalを仮定して、 (34)式をクラーメルの



手、 ... '". 

-20ー

公式で解き、 z(t)や a(t)が、 y(r)、r(r)に対してどのような影響を

与えるかを確認する。

まず、 (34)式の係数行列の行列式 IHIの符号は、正であることが確

認できる $220

v
k
 

z

Z

 

1
商針

At +A2+A3 l¥T e出-
"'1θrw(t) 

-~(民+B2 +昆+品) O (47) 

(足+Xt) cーτc(t)Atーτc(t)A2 N，(ω+τc(t)fi) 。rω(t)

この豆互立iの符合は、一般には確定しない。
dz(t) 

要介護高齢者I人当たりの介護サービス給付水準の変化が、 (財の)

均衡生産量へ与える影響が確定しないのは、介護サーピスの給付水準が

上昇した場合、勤労者の消費水準は、労働賃金の上昇によって増加する

ものの、高齢者の消費水準は、労働賃金上昇に伴う企業からの配当所得

の低下によって減少するといった世代聞における影響が相対立すること

がひとつの原因である。それは、 X1のカッコ内第 l項の符号が正であり、

第2項の符号が負であること、および政府の消費税収入における同様な

影響として、X3のカッコ内第2項の符号が負であり、第3項の符号が正で

あることから分かる。そして、 X1> 0 、X3+X4<0であれば、 (47)式
の符号は正になる。すなわち、要介護高齢者I人当たりの介護サーピス

給付水準の上昇によって、 (財の)均衡生産量は増加する。これは、要

介護高齢者l人当たりの介護サービス給付水準の上昇の結果生じる、労

四ただし、直接税率を引き上げた時、それによる政府の直接税収入の増加の方が、

消費減少に伴う消費税収入の減少よりも大きいと仮定する。



-21ー

働賃金の上昇に伴う勤労者の消費拡大効果の方が、高齢者の企業配当所

得の減少による消費減退効果よりも大きく、かつ、要介護高齢者1人当

たりの介護サーピスの給付水準の引き上げに伴うコストの増加よりも、

誘発される労働賃金の上昇の結果としての政府税収の増加が大きい場合

である。

N，-!!..弘」
ーθa(t)

豆目立=_1_1 0 
dz(t) IHII 

Al+Az+A3 

-~(民+Bz +島+品)

-N，-.!!..盛一
.θ'w (t) 

O 

-Nt(Tc(t) _8立し+1) C一九(t)A1一九(t)AzNt(w刊 (t)_8弘一)
伽 (t) 針.，(t)

この互主主上の符合は、一般には確定しなが、
dα(t) 

1 t"c(t)宅 1>1

(48) 

(49) 

であれば、すなわち、介護保険料の上昇に伴って、消費需要が減退した

ことによる政府消費税収入の減少が、介護保険料収入の上昇より大きけ

れば、 (48)式の符号は負となり、介護保険料の引き上げは、 (財の)

均衡生産量を低下させる。

次に、要介護高齢者 l人当たりの介護サーピス給付水準z(t)、介護保

険料a(t)が均衡利子率に与える影響を確認する。



-22-

1 X1 

生位__1_1，や Y-
dz(t) 1 H 11- ム4・ 4

Uδv・
一川t瓦 (t)

O (50) 

o (足+~) Nt{w+τ， (t)~弘一)
θ'w (t) 

この生立Lの符合も、一般には確定しない。
dz(t) 

要介護高齢者l人当たりの介護サービス給付水準の変化が、均衡利子率

へ与える影響が確定しないのは、 (財の)均衡生産量の場合((47)式)

と同様に、勤労者と高齢者の世代間における影響が相対立しているから

である。そして、 Xj>O、X3+X4<0であれば、この (50)式の符号は、

負となる。すなわち、要介護高齢者1人当たりの介護サーピス給付水準

の上昇によって、均衡利子率は低下する。

l M
川

lIJ~弘一
川 δ，..(t)
O 生立上=-.-1ー11

dα(t) IHI 

o -N.(τc(t)25」 +1) Nt(141+T(t)1弘一 (51)
θα(t) ，~， . '''~ ， -， θ'w (t) 

この生位の符合も、一般的には不確定だが、
dα(t) 

1 rc(t)動 1>1 (52) 

であれば、すなわち、介護保険料の上昇に伴って、消費需要が減退した

ことによる政府消費税収入の減少が、介護保険料収入の上昇より大きけ

れば、 (51)式の符号は正となり、介護保険料の引き上げは、均衡利子
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率を上昇させる。

9 まとめ

本稿では、公的介護保険制度として、その介護サービスの生産がすべ

て公的主体によって行われ、要介護高齢者に給付される介護サービスは、

一律に決まった水準であるようなものを考えた。そのような制度を含む

マクロモデル(2世代重複モデル)を用いて、介護保険のパラメータ(介

護保険料、要介護高齢者l人当たりの介護サービス給付)が、マクロ経

済(財の生産や利子率)にどのような影響を与えるかを調べた。具体的

には、短期市場均衡における比較静学分析を、期待形成仮説として静学

期待を仮定して行った。その結果は、前節に仮定されたような諸条件の

下でも、一般的には明確な符号条件を導出できなかった。しかしながら、

次のようなことが確認できた。要介護高齢者1人当たりの介護サーピス

給付水準の上昇の結果生じる、労働賃金の上昇に伴う勤労者の消費拡大

効果の方が、高齢者の企業配当所得の減少による消費減退効果よりも大

きく、かつ、要介護高齢者l人当たりの介護サーピスの給付水準の引き

上げに伴うコストの増加よりも、誘発される労働賃金の上昇の結果とし

ての政府税収の増加が大きい場合には、要介護高齢者l人当たりの介護

サーピス給付水準の上昇によって、均衡生産量は、増加する。また、同

様な場合には、均衡利子率は、低下する。さらに、介護保険料の上昇が、

著しく家計を圧迫し、消費需要を減退させるのであれば*お、それは(財

の)均衡生産量を低下させる。同様な場合に、介護保険料の上昇によっ

て、均衡利子率は、上昇する。

以上のように理論モデルによる定性的分析では、一部を除いて明確な

四 (49)式が成り立てば、すなわち、介護保険料を上昇させたことによる政府収入

の増加が、消費量減退による消費税収入の減少によって相殺されてしまうような

状況である。
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結論を得られなかった。したがって、介護保険制度がマクロ経済に与え

る影響を明確に確認するためには、モデルの中の個々の偏徴係数の値の

大きさやパラメーターを特定化したモデルによる定量的分析を行わねば

ならない。そのため計量経済モデルによるシミュレーション分析が必要

であるが、それは今後の課題としたい。また、本稿では公的介護保険制

度を前提とした分析を行ったが、なぜ介護リスク(要介護高齢者になる

リスク)をカバーするのに公的介護保険でなければならないのか、民間

保険では対応できないのか山など、介護に関しては他にも検討されるべ

き多くの問題がある。現実に導入が検討されている介護保険制度につい

ても、財源確保のための公的介護保険導入という道筋よりも、いかに限

られた財源で効率的な介護サーピスの生産と、多様なサーピス給付を達

成できるかの観点からの制度構築が望まれる。

[追記]

本縞の校正中の1997年12月9日に、公的介護保健法が衆院本会議で可

決、成立した。介護保健制度の具体的なサーピス内容などについては、

1998年度末までにまとめられる厚生省の「基本方針」で明らかになる予

疋三。
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